第４回大竹市クーポン券発行事業　クーポン券取扱事業者登録申込書

	ふりがな
	

	店舗・事業所名
	

	所在地
	（〒　　　　-　　　　　）　　大竹市　　　　　　　　　丁目　　　　番　　　　号

	ＴＥＬ
	　　　　　-
	ＦＡＸ
	　　　　　-

	担当者名
	
	資本金
出資金
	　　　　　　　円　　・　無し

	主たる業種・従業員
※業種に○をしてください。
	卸売業　・　サービス業　・　小売業　・　製造業　・　建設業　・　運輸業　・　その他の業種
従業員数：　　　　　　　　　　　人　※アルバイト・パートを除き50人以上いる場合は記載

	取扱商品等
	

	口座情報
	金融機関名
	銀行・金庫　　　　　　　　　　　支店

	
	預 金 種 別
	普通　　　　　・　　　　当座　　　　　・　　　　その他（　　　　　　　）

	
	口 座 番 号
	

	
	ふ り が な
	

	
	口座名義人
	

	【誓　約　事　項】
①クーポン券の換金や1,000円の支払いごとの値引き以外の対応を行いません。
②クーポン券を使用できない商品に対して、クーポン券での値引きを受け付けません。
③クーポン券の再販、再流通、偽造、悪用、濫用はいたしません。
④クーポン券を紛失・毀損した場合は、責任を負います。
⑤クーポン券の使用期間中は、取扱事業者（特別取扱事業者）として事業に参加し、真にやむを得ない事情がない限り途中辞退はいたしません。
⑥大竹市クーポン券発行事業実施要綱に規定するクーポン券の取扱事業者の責務を遵守します。
⑦クーポン券の使用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、取扱事業者の責に帰すると認められる場合、自ら解決に努めます。
⑧クーポン券の取扱いに対して大竹市からの改善要請等があった場合にはそれに従います。
⑨店舗名・所在地・電話番号・業種等の公表（ホームページ・チラシ等に掲載）について同意します。
⑩登録する店舗は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている店舗等」、「特定の宗教・政治団体と関わる店舗等」、「公序良俗に反する店舗等」、「反社会的勢力が経営に実質的に関与している店舗等」ではありません。
⑪大竹市クーポン券発行等事業に関して大竹市が調査する場合は、その調査に応じます。また、警察や税務機関等の公的機関から情報提供を求められた場合は、大竹市が情報提供することに同意します。
⑫登録申込書に記載した事項について、大竹市と大竹商工会議所が情報を共有することに同意します。

私は、上記事項を誓約し、第４回大竹市クーポン券発行事業のクーポン券取扱事業者への登録を申し込みます。
代表者（又は市内店舗等の責任者）の氏名（自署）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・



※ひとつの事業所で、複数店舗を申し込みする場合は、コピーしてご利用ください。
※ご記入いただいた情報は、大竹市クーポン券発行事業に係る各種事務、HP・チラシへの掲載等のために利用します。
※この用紙は、大竹商工会議所に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大竹商工会議所使用欄
	受付番号
	受 付 日
	受 付 者
	会員コード

	
	
	
	会員（NO　　　　　　）　・　非会員



